
フローチャートで見る法定相続人と法定相続分 
 

被相続人について          いる   配偶者と子供（又は孫） 

                        1/2   と  1/2 

子供（又は孫）  →いる→ 配偶者 

 

                  いない  子供（又は孫）だけ 

 

 いない 

 

 

                 いる     配偶者と親（又は祖父母） 

                                            2/3 と 1/3 

 親（又は祖父母） → いる→ 配偶者 

 

                  いない  親（又は祖父母）だけ 

    

 いない 

 

                  いる   配偶者と兄弟姉妹（又は甥姪） 

                                           3/4 と 1/4 

 兄弟姉妹（又は甥姪）→いる→ 配偶者   

 

                 いない   兄弟姉妹（又は甥姪）だけ 

   

                   いる   配偶者だけ 

        いない→ 配偶者   

                   いない  相続人不存在 

 

被相続人に子供（養子も含

む）や孫がいれば、親や兄弟

姉妹に相続権はありません。 

兄弟姉妹（又は甥姪）に相続権がある

のは被相続人に子供や孫、親や祖父母

がいずれもいない場合です 


